
令和６年度改定内容
（認知症対応型通所介護）
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入浴介助加算（Ⅰ）算定要件の研修について（鳥取県における取り扱い）

令和６年度においては、昨年度以前の研修受講有無を問わず、今年度研修等を実施した、もしくは研修等を実施

する計画がある場合に算定が可。
ただし、継続的に研修機会を確保するよう示されていることから、今後は原則年に１回以上実施するものとする。
また、研修等を受けたことがない者の入浴介助については、研修等修了後に行う又は入浴介助に関する基礎的な知識
及び技術を習得した者と一緒に行う等、事業所として適切な対応をとること。
なお、研修内容として想定されるものは以下のとおり
・脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一連の動作において介助対象者に必要な入浴介助技術や転倒防止、
入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理に関するもの
・その他、入浴介助を行う上で必要と考えられるもの
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